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❶ 雇⽤用保険適⽤用事業所の事業主、または事業主団体であることが必要です。�

❷ 助成⾦金金の審査に必要な書類などを整備、保管していることが必要です。�

❸ 都道府県労働局⻑⾧長が審査に必要と認める書類などを求めに応じて提出または提⽰示すること、労働局の実地調査
に協⼒力力することなど、審査に協⼒力力することが必要です。�

❹ 育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児⼜又は家族介護を⾏行行う労働者の福祉に関する法律律）に規定する育

児休業（  第２条第１号）及び所定労働時間の短縮措置（第23条第１項）について、労働協約または就業規則に
定め、実施していることが必要です。�

❺ 次世代育成⽀支援対策推進法第12条に基づく⼀一般事業主⾏行行動計画の、策定・届出、公表および従業員への周知を

⾏行行っていることが必要です。�

❶ 利利⽤用者は、原則として、事業主が⾃自ら雇⽤用する（事業主団体の場合は、団体を構成する事業主が⾃自ら雇⽤用する）
雇⽤用保険被保険者の労働者または雇⽤用する労働者以外の雇⽤用保険被保険者の労働者であることが必要です。�

❷ 定員の半数以下に限り、雇⽤用保険被保険者の労働者以外の利利⽤用者を認めても差し⽀支えありません。�
❸ 運営費の⽀支給対象⽉月における事業所内保育施設の開設⽇日のうち、事業主などが⾃自ら雇⽤用する雇⽤用保険被保険者の
労働者が１名以上利利⽤用している⽇日数が半数未満の場合、その⽉月の運営費は⽀支給されません。�

�

［平成24年年10⽉月31⽇日以後に計画の認定申請を⾏行行い、労働局⻑⾧長の認定を受けた事業主などには上記❶〜～❸の要件に加えて適⽤用］�

❹ 申請対象期間の１⽇日の平均保育乳幼児数（現員）が、事業所内保育施設の定員の６割（中⼩小企業事業主は３割）
以上であることが⽀支給要件となります。�

複数の事業主が共同して保育施設の設置、運営を⾏行行う「共同事業主」としての⽀支給も受けられます。�
運営開始後に共同事業主に参加することもできます。  「共同事業主」として申請する場合には、下記の点に注
意してください。�

❶ 共同する全ての事業主の合意に基づく協定書などを締結していることが必要です。�

❷ 協定書は、設置主体（共同事業主を構成する事業主のうち、事業所内保育施設の所有者）、共同事業主名、設置

場所、建物の構造設備、運営に要する全ての経費の負担に関する事項（助成⾦金金の⽀支給申請を⾏行行い、労働局⻑⾧長から
の⽀支給を受けようとする事業主名を明らかにすること）、保育施設の運営管理理に関する事項、その雇⽤用する労働
者の利利⽤用に関する事項、有効期間および協定年年⽉月⽇日を掲げたものであることが必要です。�

❸ 協定書は、共同事業主を構成する全ての事業主の代表者が記名押印したものであることが必要です。�

❹ 共同事業主は、全ての構成事業主が中⼩小企業事業主に該当する場合、中⼩小企業事業主として適⽤用します。�

● 共同事業主が認定申請、⽀支給申請を⾏行行う場合、単独事業主の申請に必要な書類の他に、追加で必要な書類等がありま�

す。９,10ページの「 　 　提出書類」をご参照ください。�

４�
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施設利利⽤用者の条件�
�

助成⾦金金を受給できる事業主などの要件�
�

共同事業主として申請する場合の注意点�
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項　 　目	

設　置　費	

運営費	 増築費	
新築	 購入	

増築	
改築	

① 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証(写)（同法の適用を受
ける場合のみ） △ △ △ △

② 施設の正面、背面及び側面から撮影した全体の写真並びに室内の写真 ○ ○

③ 施設の正面、背面及び側面から撮影した全体の写真及び室内の写真並びに増築、改築後
の写真 ○ ○

④ 建物登記簿謄本(所有者が移転した場合は移転後のもの) ○ ○ △　	

⑤ 工事請負契約書（工事費内訳書を含む。）（写）並びに建築に要した総費用の領収書（写）及
び同費用の支払いを行った預金通帳の該当頁（写） ○ ○ ○

⑥ 売買契約書（写）並びに購入に要した費用の領収書（写）及び同費用の支払いを行った預金
通帳の該当頁（写） ○ △　

⑦ 【土地付建築物を購入した場合であって、建築物本体の売買価格が不明の場合】不動産鑑定
評価書又は市町村長の不動産評価証明書 △ △　

⑧ 事業所内保育施設の最初の利用者（雇用する雇用保険被保険者）と事業主などの間で交わ
した利用に関する書類など運営開始日を明らかにする書類（写）（利用開始日が明記された利
用申込書など）及び最初の利用者の雇用保険被保険者証（写）

○ ○ ○ ○ ○

⑨ 支給申請にかかる期間の全ての開設日における、事業所内保育施設　 利用乳幼児数等報
告票（（保）参考様式２）、事業所内保育施設　定員充足率確認票（（保）参考様式３） ○ ○ ○ ○ ○

⑩ 事業所内保育施設に配置される保育士の保育士証（写）、保育に従事する職員の研修修了
証（写）、保健師、看護師又は准看護師のうち１人を保育士とみなした場合の保健師、看護師
又は准看護師の免許証、賃金台帳（写）及び勤務状況の確認できる書類（出勤簿（写）、タイム
カード（写）、保育日誌（写）など）。保育事業の運営が別企業への委託である場合は、加えて
その委託料の領収書（写）及びそのうち保育士又は保育従事者の賃金部分（事業主などが委
託企業へ支払った金額）を証明する書類。

○
各免
許証

のみ

○
各免
許証

のみ

○
各免
許証

のみ

○
○

各免許
証のみ

⑪ 毎年１月１日から１２月末日までのうち支給対象期間に該当する期間について、保育の実施
状況を明らかにする書類（時間延長型運営の場合は、延長時間に係るものを含む） ○

⑫ 【保育施設が賃借施設である場合】当該施設の賃借料領収書（写）。同一の所有者または貸
し主において、事業所内保育施設とは異なる事業により当該建物を賃借している場合、当該
事業に係る賃借料領収書（写）。

△

⑬ 【事業所内保育施設を所管する事業所が医療機関以外である場合】医療機関との協力体制
が確保されていることを証明する書類 △

⑭ 【体調不良児対応型運営を行う場合】当該事業所内保育施設に配置される看護師の免許証
（写）、賃金台帳（写）及び体調不良児への対応を行ったことを明らかにする書類（出勤簿（写）、
タイムカード（写）、看護日誌（写）など）。保育事業の運営が別企業への委託である場合は、
加えてその委託料のうち看護師の賃金部分（事業主などが委託企業へ支払った金額）を証明
する書類。

△
看護
師

の免

許証
のみ

△
看護
師

の免

許証
のみ

△
看護
師

の免

許証
のみ

△	 

△
看護
師

の免

許証
のみ

⑮ 【体調不良児対応型運営を行う場合】安静室の利用状況を明らかにする書類 △

⑯ 【保育士又は保育従事者を資質向上を目的とした研修会に参加させて代替の保育士又は保
育従事者を雇い入れた場合】代替の保育士又は保育従事者に支払った賃金台帳(写)及び当
該研修会の開催通知など

△

⑰ 事業所内保育施設施設利用状況（（保）参考様式５） ○

⑱ 育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業及び第23条第１項に規定する所定労働
時間の短縮措置を定めた労働協約（写）又は就業規則（写） ○ ○ ○ ○ ○

⑲ 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号） ○ ○ ○ ○ ○

⑳ 申請者が代理人の場合は、事業主の委任状（写） △ △	 △	 △	 △	 

㉑　【労働局長が必要と判断した場合】取引先の作成した設置等費用証明書（（保）参考様式４）	 △ △	 △	 △	 

●  △印は、該当する場合に提出が必要となる書類です。��  �●  既存の建物を購⼊入し、増築･改築して事業所内保育施設を新設する場合は、「購⼊入」欄と「増改築」欄の書類が併せて必要です。��
●  建て替えの場合は、新築、購⼊入、増築・改築のいずれかに応じて設置費の添付書類に準じます。��
● 申請を⾏行行ったことがある事業主または事業主団体で、その内容に変更更がない場合は、⑩のうちの各免許証（写）、⑭のうちの免許証
（写）、  ⑧、⑬、⑰の書類については、再度度提出する必要はありません。��

● 共同事業主が⽀支給申請を⾏行行う場合は、そのすべての事業主が⽀支給申請を⾏行行ってください。  ただし、記載事項を明らかにする添付書類は、�
⑰、⑱を除き、共同事業主のいずれか１事業主が添付すれば⾜足ります。また、すでに申請を⾏行行ったことがある共同事業主で、協定書な�
どの内容に変更更がなく、⾃自社負担額のない事業主は、⽀支給申請を⾏行行う必要はありませんが、⑰、⑱の書類の提出は必要です。��

 　 　●  上記書類のほか、⽀支給申請書の記載内容を確認するため、別途書類の提出または提⽰示をお願いすることがあります。��
 　 　 ● 郵送により提出される場合は、簡易易書留留郵便便とし、申請期間末⽇日の消印まで有効です。�

 　設置費、運営費または増築費の⽀支給申請�
「〔事業所内保育施設設置・運営等⽀支援助成⾦金金（設置費・運営費・増築費）〕⽀支給申請書」［（保）
様式第４号、（保）様式第４号（続紙）］に下記の書類を添付してください。�
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事業所内保育施設計画認定申請書（（保）様式第１号②）記載例
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011-709-2715 011-709-8786 060-8566 

017-734-4211 017-777-7696 030-8558 

019-604-3010 019-604-1535 020-8522 

022-299-8844 022-299-8845 983-8585 

018-862-6684 018-862-4300 010-0951 

023-624-8228 023-624-8246 990-8567 

024-536-4609 024-536-4658 960-8021 

029-224-6288 029-224-6265 310-8511 

028-633-2795 028-637-5998 320-0845 

027-896-4739 027-896-2227 371-8567 

048-600-6210 048-600-6230 330-6016 

043-221-2307 043-221-2308 260-8612 

03-3512-1611 
03-6893-1100 03-3512-1555 102-8305 

045-211-7380 045-211-7381 231-8434 

025-288-3511 025-288-3518 950-8625 

076-432-2740 076-432-3959 930-8509 

076-265-4429 076-221-3087 920-0024 

0776-22-3947 0776-22-4920 910-8559 

055-225-2859 055-225-2787 400-8577 

026-227-0125 026-227-0126 380-8572 

058-245-1550 058-245-7055 500-8723 

054-252-5310 054-252-8216 420-8639 

052-219-5509 052-220-0573 460-0008 

059-226-2318 059-228-2785 514-8524 

077-523-1190 077-527-3277 520-0051 

075-241-0504 075-241-0493 604-0846 

06-6941-8940 06-6946-6465 540-8527 

078-367-0820 078-367-3854 650-0044 

0742-32-0210 0742-32-0214 630-8570 

073-488-1170 073-475-0114 640-8581 

0857-29-1709 0857-29-4142 680-8522 

0852-31-1161 0852-31-1505 690-0841 

086-224-7639 086-224-7693 700-8611 

082-221-9247 082-221-2356 730-8538 

083-995-0390 083-995-0389 753-8510 

088-652-2718 088-652-2751 770-0851 

087-811-8924 087-811-8935 760-0019 

089-935-5222 089-935-5223 790-8538 

088-885-6041 088-885-6042 780-8548 

092-411-4894 092-411-4895 812-0013 

0952-32-7218 0952-32-7224 840-0801 

095-801-0050 095-801-0051 850-0033 

096-352-3865 096-352-3876 860-8514 

097-532-4025 097-537-1240 870-0037 

0985-38-8827 0985-38-8831 880-0805 

099-222-8446 099-222-8459 892-0847 

098-868-4380 098-869-7914 900-0006 


